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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年５月１０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年３月８日 １２時３５分ごろ 

発生場所 長崎県松浦市津崎
つざき

鼻
はな

北北西方沖 

津崎鼻灯台から真方位３３４°３海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°２６.５′ 東経１２９°３８.９′） 

事故調査の経過  平成２３年３月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第二 三栄
さんえい

丸、４９８トン 

   １３５１４３、三栄運輸機工株式会社 

   ７５.４０ｍ×１２.００ｍ×７.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年１１月１日 

Ｂ 漁船 第五十八白
はく

鴎
おう

丸、１９トン 

   ＮＳ２－１３３８１（漁船登録番号）、有限会社白石水産 

   １７.６６ｍ（Lr）×４.０８ｍ×１.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１４０、昭和５６年９月２５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６７歳 

   二級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４３年１２月１３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年２月１４日 

    免状有効期間満了日 平成２５年８月２１日 

甲板手Ａ 男性 ６０歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１８年９月２９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１８年９月２９日 

    免状有効期間満了日 平成２３年９月２８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 平成５年４月２２日 

    免許証交付日 平成２０年１月１１日 

            （平成２５年４月２１日まで有効） 

甲板員Ｂ 男性 ３７歳 

一級小型船舶操縦士 

    免 許 登 録 日 平成２０年４月１１日 

    免許証交付日 平成２０年４月１４日 

            （平成２５年４月１３日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部を破損及び曲損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び甲板手Ａほか３人が乗り組み、甲板手Ａが、平成２

３年３月８日１２時１５分ごろ単独の船橋当直に就き、約０４４°（真方

位、以下同じ。）の針路及び約１１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で自動操舵により津崎鼻西方沖を航行した。 

甲板手Ａは、１２時２０分ごろ、レーダーにより右舷船首４０～４５°

３Ｍ付近に約１Ｍの間隔を開けて北西進する第三船とＢ船を探知し、目視

で両船が漁船であることを確認した。 

 甲板手Ａは、１２時３２分ごろ右舷船首方にいた同航船を追い越したの

ち、北西進中の先行する第三船がＡ船の前方を通過し、Ｂ船が、方位に変

化がない状態でＡ船との距離が約１,３００ｍとなり、衝突するおそれがあ

る態勢で接近していたものの、Ｂ船もＡ船の船首方を通過するものと思

い、また、今までの当直経験で漁船が避けて航行することもあったことか

ら、針路及び速力を保持して航行した。 

甲板手Ａは、１２時３４分ごろ衝突の危険を感じたものの、Ｂ船がＡ船

の船首方至近を通過するだろうと思って北東進中、１２時３５分ごろ、津

崎鼻灯台から３３４°３Ｍ付近において、Ａ船の右舷船首部とＢ船の船首

部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、１２時１５分ごろ甲板員Ｂが

単独で船橋当直に就き、約３２９°の針路及び約９kn の速力で手動操舵に

より津崎鼻北北西方沖を航行中、１２時２９分ごろレーダーにより左舷方

１.４Ｍ付近にＡ船を探知したが、Ａ船と接近するまでにはまだ余裕がある

ものと思い、動向を確認せず、しばらくして操舵室後方の寝台に置いてい

た飲み物を取りに行くために操縦席を離れた。 

甲板員Ｂは、寝台で飲み物を取る際、荷物の整理を始め、約２～３分後

に寝台から出たとき、至近に迫ったＡ船を視認し、慌てて機関を後進にか

けたが間に合わず、Ａ船と衝突した。 

 Ａ船は、甲板手Ａから報告を受けて昇橋した船長Ａが海上保安庁等に連

絡したのち、自力航行して伊万里湾内に錨泊した。 

Ｂ船は、海上保安庁の調査を受けたのち、自力航行で松浦市星鹿漁港に

帰港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.２ｍ 

 その他の事項 甲板手Ａは、広い海域での当直を任されていたが、本事故発生海域での

単独の船橋当直経験は２～３回目であった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、津崎鼻北北西方沖を北東進中、甲板手

Ａが、Ｂ船が右方から衝突するおそれがある横切

りの態勢で接近しているのを認めた際、Ｂ船がＡ

船の船首方を通過するものと思い込み、また、こ

れまでの当直経験で漁船が避航することもあった



 - 3 -

ので、針路及び速力を保持して航行したことか

ら、Ｂ船と衝突したものと考えられる。  

Ｂ船は、津崎鼻北北西方沖を北西進中、甲板員

Ｂが、レーダーにより左舷方のＡ船を認めた際、

Ａ船と接近するまでにはまだ余裕があるものと思

い込み、操舵室後方の寝台へ飲み物を取りに行く

ために操縦席を離れ、見張りを行っていなかった

ことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、津崎鼻北北西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が北西進

中、甲板手Ａが針路及び速力を保持して航行し、また、甲板員Ｂが見張り

を行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・両船が針路を交差させて接近する場合は、航法に関する判断を適切に

行い、海上衝突予防法を遵守して避航船及び保持船としての動作をと

ること。 

 ・操縦席を離れる場合は、周囲の安全を十分に確認すること。 

 




